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長崎市景観条例施行規則 

平成 2年 3月 30 日 

規則第 13 号 

(趣旨) 

第１条 この規則は、景観法（平成１６年法律第１１０号。以下「法」という。）

及び長崎市景観条例(昭和 63 年長崎市条例第 31 号。以下「条例」という。)

の施行に関して必要な事項を定めるものとする。 

(建築物以外の工作物) 

第２条 条例第２条第２項第３号に規定する建築物以外の工作物で市長が別に

定めるものは、次に掲げるものとする。 

⑴ 門、塀、垣、柵、金網、擁壁その他これらに類するもの 

⑵ 日よけテント及び藤棚 

⑶ 煙突 

⑷ 高架水槽 

⑸ 装飾塔、電波塔その他これらに類するもの 

⑹ 立体駐車場 

⑺ アスファルトプラント、コンクリートプラント及びクラッシャープラン

ト 

⑻ 石油、ガス、LPG、穀物又は飼料を貯蔵する施設 

⑼ メリーゴーランド、観覧車、コースター、ウォーターシュートその他こ

れらに類するもの 

⑽ 街灯及び照明灯 

⑾ 彫刻及びモニュメント 

⑿ 変圧器その他これに類するもの 

⒀ 自動販売機及びその附帯施設 

⒁ 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの 

⒂ エスカレーターで屋外に設けるもの 

⒃ 風力発電施設 

⒄ その他市長が指定したもの 

（事前協議） 

第３条 条例第１２条の市長が別に定める要件は、建築物又は工作物の高 

さが２０メートル（市街化区域以外の区域の場合にあっては１３メートル）

を超えるものとする。 

２ 条例第１２条の規定による事前協議をする者（以下「事前協議者」という。）

は、事前協議書（第１号様式）に別表第１に掲げる図書を添えて、正副各１

部提出し、協議するものとする。 
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３ 前項の規定にかかわらず、市長は、別表第１に掲げる図書のうち、添付の

必要がないと認めるものについては、これを省略させることができるものと

する。 

４ 市長は、第２項の事前協議を行った場合は、協議結果を事前協議者に通知

するものとする。 

（届出又は通知を要しない行為） 

第４条 条例第１４条第２号に規定する市長が別に定める行為は、別表第２の

左欄に掲げる行為の種類及び中欄に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ同表

の右欄に定める規模のものとする。 

２ 条例第１４条第３号に規定する市長が別に定める行為は、次に掲げる行為

とする。 

⑴ 長崎市文化財保護条例（昭和４３年長崎市条例第６号）第９条第 1 項本

文の規定による許可に係る行為 

⑵ 長崎市風致地区内における建築等の規制に関する条例（平成１５年長崎

市条例第４１号）第２条第 1項の規定による許可に係る行為 

⑶ 長崎市伝統的建造物群保存地区保存条例（平成２年長崎市条例第１５号）

第５条第 1項の規定による許可に係る行為 

⑷ 長崎県文化財保護条例（昭和３６年長崎県条例第１６号）第１５条第１

項本文又は第３８条第１項本文の規定による許可に係る行為 

⑸ 風致地区内における建築等の規制に関する条例（昭和４５年長崎県条例

第４１号）第２条第１項の規定による許可に係る行為 

（景観計画区域内の行為に関する届出） 

第５条 条例第１６条に規定する市長が別に定める図書は、別表第３に掲げる

図書とする。 

２ 法第１６条第１項の規定による届出は、景観計画区域内行為届出書（第２

号様式）及び当該行為が建築物の建築等（建築物の新築、増築、改築若しく

は移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をい

う。以下同じ。）又は工作物の建設等（工作物の新設、増築、改築若しくは移

転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をいう。

以下同じ。）の場合にあっては第２号様式の２により、開発行為、土地の形質

の変更又は物件の堆積の場合にあっては第２号様式の３により行うものとす

る。 

３ 法第１６条第２項の規定による変更の届出は、景観計画区域内行為変更届

出書（第３号様式）により行うものとする。 

（行為の通知） 

第６条 法第１６条第５項後段の規定による通知は、景観計画区域内行為通知
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書（第４号様式）により行うものとする。 

２ 前項の規定により通知した事項を変更しようとするときは、景観計画区域

内行為変更通知書（第４号様式の２）により行うものとする。 

(景観形成基準の適合通知) 

第７条 市長は、法第１６条第１項又は第２項の規定による届出があった場合

において、当該届出に係る行為が景観形成基準に適合していると認めるとき

は、景観形成基準適合通知書(第５号様式)により、その旨を当該届出をした

者に対し通知するものとする。 

２ 法第１６条第１項又は第２項の規定による届出をした者は、前項の規定に

よる通知を受けたときは、当該届出に係る行為に着手することができる。 

(行為の完了届出） 

第８条 法第１６条第１項及び第２項の届出に係る行為が完了し、又は中止し

た場合は、行為完了（中止）届出書(第６号様式)を提出するものとする。 

２ 法第１６条第５項による通知に係る行為が完了し、又は中止した場合は、

行為完了（中止）通知書(第７号様式)を提出するものとする。 

（身分証明書） 

第９条 法第１７条第８項に規定する立入検査又は立入調査をする職員の身分

を示す証明書は、身分証明書（第８号様式）によるものとする。 

（勧告及び公表） 

第１０条 法第１６条第３項の規定による勧告は、書面により行うものとする。 

２ 条例第１７条第 1 項の規定による勧告の公表は、勧告を受けた者の氏名又

は名称、勧告の内容その他市長が必要と認める事項を、告示その他市長が適

当と認める方法により行うものとする。 

(景観重要建造物等の指定の提案) 

第１１条 法第２０条第１項若しくは第２項又は法第２９条第１項若しくは第

２項の規定による景観重要建造物又は景観重要樹木(以下「景観重要建造物

等」という。)の指定の提案は、景観重要建造物にあっては景観重要建造物指

定提案書(第９号様式)により、景観重要樹木にあっては景観重要樹木指定提

案書(第１０号様式)により行うものとする。 

(景観重要建造物等の指定の通知) 

第１２条 法第２１条第１項又は第３０条第１項の規定による景観重要建造物

等の指定の通知は、景観重要建造物にあっては景観重要建造物指定通知書(第

１１号様式)により、景観重要樹木にあっては景観重要樹木指定通知書(第１

２号様式)により行うものとする。 

(景観重要建造物等の標識) 

第１３条 法第２１条第２項又は法第３０条第２項に規定する景観重要建造物



4 
 

等の標識(以下「標識」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとす

る。 

⑴ 景観重要建造物等の名称 

⑵ 指定番号 

⑶ 指定年月日 

⑷ その他市長が必要と認める事項 

２ 標識は、周囲の景観と調和する色彩、意匠及び形態とし、景観重要建造物

等の所有者と協議の上、公衆の見やすい場所に設置するものとする。 

(景観重要建造物等の現状変更の許可申請等) 

第１４条 法第２２条第１項又は法第３１条第１項の規定による許可の申請は、

景観重要建造物にあっては景観重要建造物現状変更許可申請書(第１４号様

式)により、景観重要樹木にあっては景観重要樹木現状変更許可申請書(第１

５号様式)により行うものとする。 

(団体規約の要件) 

第１５条 条例第１９条第１項第３号に規定する市長が定める要件は、次に掲

げるものとする。 

⑴ 目的 

⑵ 名称 

⑶ 活動地域 

⑷ 活動の内容 

⑸ 事務所の所在地 

⑹ 構成員に関する事項 

⑺ 役員の定数、任期及び職務に関する事項 

⑻ 会議に関する事項 

⑼ 会費及び会計に関する事項 

(景観まちづくり地域団体の認定の申請) 

第１６条 条例第１９条第１項の規定により景観まちづくり地域団体の認定を

受けようとする団体の代表者は、景観まちづくり地域団体認定申請書(第１５

号様式)に、次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。 

⑴ 団体規約 

⑵ 団体の活動地域を示す図面 

⑶ 団体の構成員及び役員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び事

務所の所在地)を記載した図書 

⑷ その他市長が必要と認める図書 

(景観まちづくり地域団体の認定等の通知) 

第１７条 市長は、条例第１９条第１項の規定により景観まちづくり地域団体
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の認定をしたときは、景観まちづくり地域団体認定通知書(第１６号様式)に

より、景観まちづくり地域団体の認定をしないときは、景観まちづくり地域

団体不認定通知書(第１７号様式)により当該申請者に通知するものとする。 

(景観まちづくり地域団体の認定の取消し) 

第１８条 市長は、条例第１９条第３項の規定により景観まちづくり地域団体

の認定の取消しをしたときは、速やかに景観まちづくり地域団体認定取消通

知書(第１８号様式)により当該団体の代表者に通知するものとする。 

（景観整備機構の指定の申請） 

第１９条 法第９２条第１項に規定する景観整備機構（以下「機構」という。）

の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した景観整備機構指

定申請書（第１９号様式）を市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 法人の名称及び住所並びに代表者の氏名 

 ⑵ 事務所の所在地 

 ⑶ 指定後の予定業務 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

 ⑴ 定款 

 ⑵ 登記事項証明書 

 ⑶ 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 

 ⑷ 組織図及び事務分担を記載した書面 

 ⑸ 前事業年度の事業報告書、事業活動収支決算書及び貸借対照表 

 ⑹ 当該事業年度の事業計画書及び事業活動収支予算書 

 ⑺ その他市長が必要と認める書類 

（景観整備機構の指定等） 

第２０条 市長は、前条の規定により申請を行った法人が次に掲げる基準に適

合すると認めるときは、当該法人を機構として指定するものとする。 

 ⑴ 法第９３条に規定する業務を適正かつ確実に行うために必要な業務執行

体制及び経済的基礎を有すると認められること。 

 ⑵ 法第９５条第３項の規定により指定を取り消された法人にあっては、そ

の処分のあった日から２年以上経過していること。 

２ 市長は、前項の規定により機構を指定したときは、景観整備機構指定通知

書（第２０号様式）により当該法人に通知するものとする。 

３ 市長は、前条の規定により申請を行った法人が第 1 項に規定する条件に適

合していないと認めるときは、当該法人を機構として指定しない。この場合

において、景観整備機構不指定通知書(第２１号様式)により当該法人に通知

するものとする。 

（変更の届出等） 
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第２１条 前条第１項の規定により機構として指定された法人（以下「指定法

人」という。）は、第１９条第１項第１号及び第２号に掲げる事項を変更しよ

うとするときは、名称等変更届出書（第２２号様式）によりあらかじめ、市

長に届け出なければならない。この場合において、変更に係る登記等の手続

が完了したときは、同条２項各号に掲げる書類のうち、当該変更内容が確認

できるものを市長に提出しなければならない。 

２ 指定法人は、第１９条第１項第３号に掲げる事項の内容を変更しようとす

るときは、業務内容変更申請書（第２３号様式）に同条第２項各号に掲げる

書類（変更後の業務に係るものに限る。）を添えて、市長に提出しなければな

らない。 

 （業務改善命令） 

第２２条 市長は、法第９５条第２項の規定により指定法人に対し業務の運営

の改善を命ずるときは、業務運営改善命令書（第２４号様式）により当該指

定法人に通知するものとする。 

（指定の取消し） 

第２３条 市長は、法第９５条第３項の規定により機構の指定を取り消すとき

は、景観整備機構指定取消通知書（第２５号様式）により当該指定法人に通

知するものとする。 

（事業報告等） 

第２４条 指定法人は、毎事業年度の事業開始前に事業計画書及び事業活動収

支予算書を、毎事業年度終了後３か月以内に事業報告書及び事業活動収支決

算書を市長に提出しなければならない。 

(審議会の組織) 

第２５条 長崎市景観審議会(以下「審議会」という。)は、委員２０人以内で

組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

⑴ 学識経験のある者 

⑵ 関係官公庁の職員 

⑶ 市民 

３ 市長は、前項第３号に掲げる委員の選任に当たっては、公募の方法により

これを行うものとする。 

(審議会の委員の任期) 

第２６条 審議会の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

(審議会の会長) 

第２７条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 
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２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を

代理する。 

(審議会の会議) 

第２８条 審議会の会議は、会長が招集する。 

第２９条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができ

ない。 

第３０条 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会

長の決するところによる。 

(審議会への関係人の出席) 

第３１条 審議会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その

意見を聴くことができる。 

(審議会の庶務) 

第３２条 審議会の庶務は、建設局都市計画部まちづくり推進室において処理

する。 

(委任) 

第３３条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。た

だし、第２５条から第３２条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し

必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 
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附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成 2年 4月 1日から施行する。 

(規則の廃止) 

2 長崎市都市景観審議会規則(昭和 64 年長崎市規則第 1号)は、廃止する。 

附 則(平成 3年 7月 24 日規則第 31 号)抄 

(施行期日) 

1 この規則は、平成 3年 8月 1日から施行する。 

(長崎市都市景観条例施行規則の一部改正に伴う経過措置) 

37 前項の規定による改正前の長崎市都市景観条例施行規則に定める様式によ

る用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。 

附 則(平成 3年 10 月 30 日規則第 41 号) 

この規則は、平成 3年 11 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 4年 3月 31 日規則第 28 号) 

この規則は、平成 4年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 6年 3月 31 日規則第 29 号)抄 

(施行期日) 

1 この規則は、平成 6年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 9年 3月 28 日規則第 19 号)抄 

(施行期日) 

1 この規則は、平成 9年 4月 1日から施行する。 

附 則(平 12 年 3 月 14 日規則第 22 号) 

この規則は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 15 年 5 月 2 日規則第 65 号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 16 年 7 月 30 日規則第 68 号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 19 年 3 月 30 日規則第 46 号)抄 

(施行期日) 

 この規則は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

(施行期日) 

 この規則は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

(施行期日) 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の長崎市景観条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、

所要の整備をして使用することができる。 
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別表第１（第３条関係） 

種類 縮尺 

付近見取図 ２,５００分の１以上 

現況写真  

配置図 １００分の１以上 

建築物又は工作物に彩色を

施した２面以上の立面図 
５０分の１以上 

平面図 １００分の１以上 

断面図 １００分の１以上 

敷地内の外構工事における

外構図 
１００分の１以上 

景観シミュレーション図   

その他市長が必要と認める

図書 
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別表第２（第 4 条関係） 

行為の種類 地域 規模 

建築物の建築
等 

一般地区
及び大景
観保全地
区 

建築物の高さが２０メートル（市街化区域以外の
区域の場合にあっては１３メートル）以下、かつ、
延べ面積の合計が３,０００平方メートル（特殊
建築物（共同住宅、寄宿舎を除く。）の場合にあ
っては５００平方メートル）以下のもの（ただし、
外観を変更することとなる修繕若しくは模様替
又は色彩の変更の場合にあっては、当該行為に係
る部分の面積が、屋根全面の２分の 1 以下又は外
壁全面の２分の 1 以下のものを除く。） 

景観形成
重点地区 

当該行為に係る高さが５メートル以下又は外観
を変更することとなる修繕若しくは模様替又は
色彩の変更の場合にあっては、当該行為に係る部
分の外観面積若しくは延べ面積の合計が１０平
方メートル以下のもの 

工作物の建設
等 

一般地区 
及び大景
観保全地
区 

工作物の高さが１０メートル以下であって、次の
いずれにも該当しないもの。 
⑴ 建築物と一体となって設置される工作物で

あって、建築物を含めての高さが２０メートル
を超えるもの 

⑵ 外観を変更することとなる修繕若しくは模
様替又は色彩の変更で、当該行為に係る部分の
面積が、外観の全面の２分の１以下のもの 

景観形成
重点地区 

次のいずれかに該当するもの
⑴ 門で、高さ２メートル以下のもの 
⑵ 塀、垣、柵、金網、擁壁その他これらに類す

るもので、高さ１.５メートル以下又は長さ５
メートル以下のもの 

⑶ 日よけテント及び藤棚で、高さ１.５メート
ル以下又は長さ５メートル以下のもの 

⑷ 煙突、高架水槽、装飾塔、電波塔その他これ
らに類するもので、高さ４メートル以下又は外
観面積の合計が５平方メートル以下のもの 

開発行為及び
土地の開墾、
土石の採取、
鉱物の掘採そ
の他の土地の
形質の変更行
為 

一般地区 
及び大景
観保全地
区 

当該行為に係る土地の面積が３,０００平方メー

トル未満のもの又は当該行為に伴い生ずる法
の り

面

の高さが５メートル以下のもの 
景観形成
重点地区 

当該行為に係る土地の面積が１,０００平方メー

トル未満、かつ、当該行為に伴い生ずる法
の り

面又は

擁壁の高さが１.５メートル以下のもの 
屋外における
土石、廃棄物、
再生資源その
他の物件の堆
積 

一般地区 
及び大景
観保全地
区 

その用に供される土地の面積が５００平方メー
トル以下のもの又は堆積の高さが５メートル以
下のものであって、堆積期間が９０日以内のもの

景観形成
重点地区 

その用に供される土地の面積が５０平方メート
ル又は堆積の高さが１.５メートル以下、かつ、
堆積期間が３０日以内のもの 

備考 
１ この表において、「特殊建築物」とは、建築基準法（昭和２５年法律

第２０１号）第 2 条第 1 項第 2 号に規定する建築物をいう。 
２ この表において、「高さ」とは、地盤面(建築基準法施行令（昭和２５

年政令第３３８号）第 2 条第 2 項に規定する地盤面をいう。)からの高さ
をいう。 
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別表第３（第 5 条関係） 

行為の種類 図書の種類 図書の規格 明示すべき事項 

建築物の建
築等又は工
作物の建設
等 

各階平面図 縮尺１００
分の１以上

各階の間取り及び用途 

立面図（建
築物又は工
作物の彩色
が施された
4 面以上の
もの） 

縮尺１００
分の１以上

各面の方位及び寸法、仕上げ方法、
材料の種別、広告物件並びに色彩（マ
ンセル記号を表示したもの） 

断面図 縮尺１００
分の１以上

建築物又は工作物の高さ及び各階の
高さ 

色見本等   外壁、屋根、窓枠、工作物等の仕上
げ材・色見本 

土地の開墾、 
土石の採取、 
鉱物の掘採
その他の土
地の形質の
変更 

位置図 縮尺２,５
００分の１
以上 

方位、行為地の形状及び付近見取図

平面図 縮尺２,５
００分の１
以上 

方位、行為地の境界線、切土及び盛
土の位置、排水施設その他主要構造
物の位置、土石の採取区域、跡地整
備計画並びに遮へい施設等の位置 

断面図 縮尺１００
分の１以上

行為の前後の土地の形状を対比でき

る縦断面及び横断面（法
の り

面、切土、

盛土及び排水施設その他主要構造物

を表示したもの）並びに排水施設そ

の他主要構造物の断面 

植栽計画図 縮尺２,５
００分の１
以上 

保存する既存樹木、伐採木竹及び新
たに植栽する木竹の位置、樹種及び
目回り寸法 

現況写真   行為地の２方向以上からの写真及び
周辺との関係写真 

その他図書  参考となるべき事項 

屋外におけ
る土石、廃
棄物、再生
資源その他
の物件の堆
積 

位置図 縮尺２,５
００分の１
以上 

方位、行為地の形状及び付近見取図

平面図 縮尺２,５
００分の１
以上 

既存樹木及び伐採木竹の位置、樹種、
目回り寸法、物件の堆積区域、跡地
整備計画並びに遮へい施設等の位置

断面図 縮尺１００
分の１以上

行為の前後の土地の形状を対比でき
る縦断面及び横断面（木竹の伐採の
場合を除く。）並びに伐採木竹の位
置 

現況写真   行為地の２方向以上からの写真及び
周辺との関係写真 

その他図書  参考となるべき事項 

  


